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吹田市立千里山保育園食洗機購入仕様書 

 

１ 購入品詳細 

⑴ ドアタイプ食器洗浄機 １台 

※ 参考型式：JWE-530UB-SR-H（特）（扉開口アップ仕様） 

⑵ ソイルドテーブル  １台 

⑶ 移動台   １台 

 

２ 納入場所 

千里山保育園（吹田市千里山東 2丁目 19-22） 

 

３ 納入期限 

契約締結日から令和８年３月 31日までの間で保育幼稚園室が指定する日 

 

４ 規格 

⑴ ドアタイプ食器洗浄機 

参考型式 JWE-530UB-SR-H（特） ※図面参照 

  ア 外形寸法は W640mm×D745mm×H2145mm程度であること。 

イ 製品重量は 140kg以内であること。 

ウ 電気容量は三相 200V、10.2kVA以内であること。 

エ 食器洗浄機扉は上下開閉式であること。 

オ 扉開口は 457mm程度であること。 

カ 食器洗浄機上部に蒸気回収装置を有していること。 

キ 洗浄速度は、蒸気回収時間を含め 68秒／回以内であること。 

ク 洗浄終了が分かるようにブザーで知らせる機能を有していること。またブザーの

音量は５段階で調整可能であること。 

ケ 運転操作はオペレーションパネルによる操作とし、オペレーションパネルは左右

どちら側でも取付け可能であること。また、取付位置については、落札後、保育幼稚

園室と協議の上、決定すること。 

コ １サイクルのすすぎ水量は約 1.8L以内であること。 

サ 納入後は、メーカーによる取扱説明を行うこと。 

シ 付属品として以下の物品を納品すること。 

（ア） プレートトレーラック ３個 

弁慶 プレートトレー（500mm×500mm×115mm） 

（イ） フラットウェアーラック ２個 

弁慶 フラット 85（500mm×500mm×115mm） 
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（ウ） シルバーバスケット（小） ７個 

    SB-小（87mm×87mm×145mm） 

（エ） 食器洗浄機専用洗剤  ２式 

ホシザキ JWS-10DHH 10L×２個 

⑵ ソイルドテーブル 

ア 外形寸法は W2000mm×D850mm×H850mm程度であること。 

イ シンクを三槽設けること。各槽の有効寸法は W570mm×D630mm×H300mm程度である

こと。 

ウ 各槽の奥行きが洗浄ラック寸法以上ある為、取り外し式のラックガイドレールを

設けること。 

エ 食器洗浄機側に噛込部を設け、洗浄ラックが食器洗浄機へ通過する際の妨げにな

らないようにすること。 

オ バックガードを設けること。バックガード寸法は D100mm×H350mm程度であること。 

カ 各槽に１台、混合水栓を設置すること。設置に際し、バックガードに取付け、洗浄

ラック通過の妨げにならないように取付けること。また、設置する混合水栓の規格は

保育幼稚園室と協議の上決定すること。 

キ バックガード左端に単水栓を 1 台設置すること。設置する単水栓の規格は保育幼

稚園室と協議の上決定すること。 

ク ソイルドテーブルと側面壁との間に生じる隙間（約 W285×D620mm）については、

同高さにてソイルドテーブルと同素材のステンレス製補助天板（t=1.0mm以上）を設

け、隙間を塞ぐものとする。 

なお、補助天板はシンク天板側にステンレス製ビス等で確実に固定し、壁側は L曲

げ加工（折り返し幅 40mm 程度）を施して建築用変成シリコンシーリング材を用い、

密着させること。 

また、シンク側および壁側の取り合い部には、建築用変成シリコンシーリング材に

より止水処理を行い、壁面へのビス固定は行わず、仕上げはヘアライン仕上げとする。 

⑶ 移動台 

ア 外形寸法は W650mm×D650mm×H830mm程度であること。 

イ ラック収納が可能であること。 

ウ キャスターは対角にストッパーが有していること。 

 

５ 特記事項 

⑴ 本費用には、搬入・据付・設備接続（給水給湯排水、電気）・電気工事・撤去処分等

の食器洗浄機の使用に必要な諸経費を全て含むこと。 

⑵ 電気工事に際し、食器洗浄機の使用に必要な電気容量を確保すること。 
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⑶ 電気容量は引込盤から確保すること。（※引込盤位置は別途資料参照）電気工事に使

用する材料は以下を参考とする。 

ア 30A漏電ブレーカー  1台 

イ VVRケーブル   15m程度 

ウ アース電線   15m程度 

エ 動力コンセント及びキャップ １組 

オ 塩ビ配管部材   １式 

カ 現場消耗資材   １式 

※ 電気工事にかかる関電申請は受注者の負担とすること。 

⑷ 動力コンセントは壁付けとし、食器洗浄機用電源コードの長さを考慮した位置に取

付けること。※別途資料参照 

⑸ 設置場所は、既存水切二槽シンク及び一槽シンクの位置とし、既存水切二槽シンク及

び一槽シンクは撤去すること。※別途資料参照 

⑹ 本作業により発生する廃棄物については、受注者の責任において適正に処分するこ

と。 

⑺ 機器の設置日時については、保育幼稚園室及び保育園長と協議の上、決定すること。 

設置（作業）日時の目安として、土曜日は 13時から 19 時頃まで、日曜日・祝日は

9 時から 17 時頃までとする。なお、平日は給食室での作業は不可とし、給食室以外で

の作業は９時から 19 時頃までとする。 

⑻ 園庭までの車両進入は不可とする。 

⑼ 作業に伴い、やむを得ず既存設備を移動させる場合（例：給食室機器の移動、下膳カ

ウンターの棚を外しての搬入等）、作業後は現状復帰を行い日々の運営に支障をきたす

ことのないようにすること。 

⑽ 機器において、同等品以上の製品は可能とする。ただし、同等品の場合は、仕様書や

カタログ等の規格が分かる書類を質疑受付期間中に保育幼稚園室へ提出し、承認を得

ること。資料の添付がない場合は「規格不明」として承認しない場合があるため注意す

ること。また、同等品を納入する場合は、可能な限り現地調査をした上で設置可能かど

うか判断すること。 

⑾ 作業中は事故及び保育に支障をきたすことのないよう十分に注意し作業にあたるこ

と。作業等において損害を与えた場合に要する費用はすべて請負者の負担とする。 

⑿ 令和８年１月末日まで千里山保育園では大規模改修工事を実施しているため、作業

内容が他工事と重複する可能性がある。 

  大規模改修工事工期内に食洗機の設置工事を行う場合、各関係者は工程及び作業内

容の調整を密に行い、相互に連携を図ったうえで作業を実施すること。 

⒀ 作業完了後、設置前後の写真及び作業報告書を電子データまたは冊子にて速やかに

提出すること。 

⒁ その他本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、ただちに保育園及び保育

幼稚園室と協議し、決定すること。 
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６ 保証期間 

納入する物品の保証期間は、納入後 1年間とし、設計・製作等の不備により生じた故障

については、無償にて迅速に修復すること。また、メーカーが独自に 1年を超える無償保

証サービスを設定している場合は、当然その条件を受けられるものとする。 

 

７ 問合せ先 

吹田市 児童部 保育幼稚園室 

総務グループ 施設管理・園務改善担当 

TEL：06-6384-1541 FAX：06-6384-2105 

Mail：hoiku_somu@city.suita.osaka.jp 



厨房内分電盤

動力コンセント取付位置

洗浄機電気
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吹田市立垂水保育園食洗機購入仕様書 

 

１ 購入品詳細 

⑴ ドアタイプ食器洗浄機 １台 

※ 参考型式：JWE-530UB-SR-H（特）（扉開口アップ仕様） 

⑵ ソイルドテーブル  １台 

⑶ クリーンテーブル  １台 

 

２ 納入場所 

垂水保育園（吹田市垂水町 1丁目 6-9） 

 

３ 納入期限 

契約締結日から令和８年３月 31日までの間で保育幼稚園室が指定する日 

 

４ 規格 

⑴ ドアタイプ食器洗浄機 

参考型式 JWE-530UB-SR-H（特） ※図面参照 

  ア 外形寸法は W640mm×D745mm×H2145mm程度であること。 

イ 製品重量は 140kg以内であること。 

ウ 電気容量は三相 200V、10.2kVA以内であること。 

エ 食器洗浄機扉は上下開閉式であること。 

オ 扉開口は 457mm程度であること。 

カ 食器洗浄機上部に蒸気回収装置を有していること。 

キ 洗浄速度は、蒸気回収時間を含め 68秒／回以内であること。 

ク 洗浄終了が分かるようにブザーで知らせる機能を有していること。またブザーの

音量は５段階で調整可能であること。 

ケ 運転操作はオペレーションパネルによる操作とし、オペレーションパネルは左右

どちら側でも取付け可能であること。また、取付位置については、落札後、保育幼稚

園室と協議の上、決定すること。 

コ １サイクルのすすぎ水量は約 1.8L以内であること。 

サ 納入後は、メーカーによる取扱説明を行うこと。 

シ 付属品として以下の物品を納品すること。 

（ア） プレートトレーラック ３個 

弁慶 プレートトレー（500mm×500mm×115mm） 

（イ） フラットウェアーラック ２個 

弁慶 フラット 85（500mm×500mm×115mm） 
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（ウ） シルバーバスケット（小） ７個 

    SB-小（87mm×87mm×145mm） 

（エ） 食器洗浄機専用洗剤  ２式 

ホシザキ JWS-10DHH 10L×２個 

⑵ ソイルドテーブル 

ア 外形寸法は W1660mm×D860mm×H850mm程度であること。 

イ シンクを三槽設けること。各槽の有効寸法は W465mm×D540mm×H300mm程度である

こと。 

ウ 各槽の奥行きが洗浄ラック寸法以上ある為、取り外し式のラックガイドレールを

設けること。 

エ 食器洗浄機側に噛込部を設け、洗浄ラックが食器洗浄機へ通過する際の妨げにな

らないようにすること。 

オ バックガードを設けること。バックガード寸法は D200mm×H400mm程度であること。 

カ 各槽に１台、混合水栓を設置すること。設置に際し、バックガードに取付け、洗浄

ラック通過の妨げにならないように取付けること。また、設置する混合水栓の規格は

保育幼稚園室と協議の上決定すること。 

キ バックガード右端に単水栓を 1 台設置すること。設置する単水栓の規格は保育幼

稚園室と協議の上決定すること。 

⑶ クリーンテーブル 

ア 外形寸法は W650mm×D750mm×H850mm程度であること。 

イ ラック収納が可能であること。 

ウ 洗浄機側に噛込部を設け、食器洗浄機から洗浄ラックが通過する際の妨げになら

ないようにすること。 

 

５ 特記事項 

⑴ 本費用には、搬入・据付・設備接続（給水給湯排水、電気）・電気工事・撤去処分等

の食器洗浄機の使用に必要な諸経費を全て含むこと。 

⑵ 電気工事に際し、食器洗浄機の使用に必要な電気容量を確保すること。 

⑶ 電気容量は引込盤から確保すること。（※引込盤位置は別途資料参照）電気工事に使

用する材料は以下を参考とする。 

ア 30A漏電ブレーカー   １台 

イ 漏電ブレーカー用収納キャビネット １台 

ウ VVRケーブル    50m程度 

エ アース電線    50m程度 

オ 動力コンセント及びキャップ  １組 

カ 塩ビ配管部材    １式 

キ 現場消耗資材    １式 

※ 電気工事にかかる関電申請は受注者の負担とすること。 
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⑷ 動力コンセントは壁付けとし、食器洗浄機用電源コードの長さを考慮した位置に取

付けること。※別途資料参照 

⑸ 動力コンセントの取付けに際し、壁付け扇風機を移動させること。 

※移動先は別途資料参照 

⑹ 設置場所は、既存水切二槽シンク及び一槽シンクの位置とし、既存水切二槽シンク及

び一槽シンクは撤去すること。※別途資料参照 

⑺ 設置にあたり、既存のグレーチングを変更すること。グレーチングの種類については、

縞鋼板のような板状のものを選定すること。※別途資料参照 

⑻ 本作業により発生する廃棄物については、受注者の責任において適正に処分するこ

と。 

⑼ 機器の設置日時については、保育幼稚園室及び保育園長と協議の上、決定すること。 

設置（作業）日時の目安として、土曜日は 13時から 19 時頃まで、日曜日・祝日は

9 時から 17 時頃までとする。なお、平日は給食室での作業は不可とし、給食室以外で

の作業は９時から 19 時頃までとする。 

⑽ 園庭までの車両進入は不可とする。 

⑾ 作業に伴い、やむを得ず既存設備を移動させる場合（例：給食室機器の移動、下膳カ

ウンターの棚を外しての搬入等）、作業後は現状復帰を行い日々の運営に支障をきたす

ことのないようにすること。 

⑿ 機器において、同等品以上の製品は可能とする。ただし、同等品の場合は、仕様書や

カタログ等の規格が分かる書類を質疑受付期間中に保育幼稚園室へ提出し、承認を得

ること。資料の添付がない場合は「規格不明」として承認しない場合があるため注意す

ること。また、同等品を納入する場合は、可能な限り現地調査をした上で設置可能かど

うか判断すること。 

⒀ 作業中は事故及び保育に支障をきたすことのないよう十分に注意し作業にあたるこ

と。作業等において損害を与えた場合に要する費用はすべて請負者の負担とする。 

⒁ 令和８年１月末日まで垂水保育園では大規模改修工事を実施しているため、作業内

容が他工事と重複する可能性がある。 

  大規模改修工事工期内に食洗機の設置工事を行う場合、各関係者は工程及び作業内

容の調整を密に行い、相互に連携を図ったうえで作業を実施すること。 

⒂ 作業完了後、設置前後の写真及び作業報告書を電子データまたは冊子にて速やかに

提出すること。 

⒃ その他本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、ただちに保育園及び保育

幼稚園室と協議し、決定すること。 
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６ 保証期間 

納入する物品の保証期間は、納入後 1年間とし、設計・製作等の不備により生じた故障

については、無償にて迅速に修復すること。また、メーカーが独自に 1年を超える無償保

証サービスを設定している場合は、当然その条件を受けられるものとする。 

 

７ 問合せ先 

吹田市 児童部 保育幼稚園室 

総務グループ 施設管理・園務改善担当 

TEL：06-6384-1541 FAX：06-6384-2105 

Mail：hoiku_somu@city.suita.osaka.jp 



扇風機をここに移動



動力コンセント取付位置

※扇風機は移動させる

設置後は洗浄機・シンク・クリーンテーブルが側溝と干渉

既存グレーチングを鉄板等に変更



引込盤

食器洗浄機設置位置

洗浄機電気
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吹田市立片山保育園食洗機購入仕様書 

 

１ 購入品詳細 

⑴ ドアタイプ食器洗浄機 １台 

※ 参考型式 JWE-530UB-SR-H（特）（扉開口アップ仕様） 

⑵ ソイルドテーブル  １台 

⑶ 移動台   １台 

⑷ 三槽シンク  １台 

 

２ 納入場所 

片山保育園（吹田市出口町 32-1） 

 

３ 納入期限 

契約締結日から令和８年３月 31日までの間で保育幼稚園室が指定する日 

 

４ 規格 

⑴ ドアタイプ食器洗浄機 

参考型式 JWE-530UB-SR-H（特） ※図面参照 

  ア 外形寸法は W640mm×D745mm×H2145mm程度であること。 

イ 製品重量は 140kg以内であること。 

ウ 電気容量は三相 200V、10.2kVA以内であること。 

エ 食器洗浄機扉は上下開閉式であること。 

オ 扉開口は 457mm程度であること。 

カ 食器洗浄機上部に蒸気回収装置を有していること。 

キ 洗浄速度は、蒸気回収時間を含め 68秒／回以内であること。 

ク 洗浄終了が分かるようにブザーで知らせる機能を有していること。またブザーの

音量は 5段階で調整可能であること。 

ケ 運転操作はオペレーションパネルによる操作とし、オペレーションパネルは左右

どちら側でも取付け可能であること。また、取付位置については、落札後、保育幼稚

園室と協議の上、決定すること。 

コ １サイクルのすすぎ水量は約 1.8L以内であること。 

サ 納入後は、メーカーによる取扱説明を行うこと。 

シ 付属品として以下の物品を納品すること。 

（ア） プレートトレーラック ３個 

弁慶 プレートトレー（500mm×500mm×115mm） 
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（イ） フラットウェアーラック ２個 

弁慶 フラット 85（500mm×500mm×115mm） 

（ウ） シルバーバスケット（小） ７個 

    SB-小（87mm×87mm×145mm） 

（エ） 食器洗浄機専用洗剤  ２式 

ホシザキ JWS-10DHH 10L×２個 

⑵ ソイルドテーブル 

ア 外形寸法は W1300mm×D750mm×H850mm程度であること。 

イ シンクを二槽設けること。各槽の有効寸法は W540mm×D570mm×H300mm程度である

こと。 

ウ 各槽の奥行きが洗浄ラック寸法以上ある為、取り外し式のラックガイドレールを

設けること。 

エ 食器洗浄機側に噛込部を設け、洗浄ラックが食器洗浄機へ通過する際の妨げにな

らないようにすること。 

オ バックガードを設けること。バックガード寸法は D60mm×H150mm程度であること。 

カ 各槽に１台、混合水栓を設置すること。設置に際し、バックガードに取付け、洗浄

ラック通過の妨げにならないように取付けること。また、設置する混合水栓の規格は

保育幼稚園室と協議の上決定すること。 

⑶ 移動台 

ア 外形寸法 W650mm×D750mm×H830mm程度であること。 

イ ラック収納が可能であること。 

ウ キャスターは対角にストッパーが有していること。 

 ⑷ 三槽シンク 

ア 外形寸法は W1800mm×D600mm×H850mm程度であること。 

イ 各槽の有効寸法は W560mm×D470mm×H300mm程度であること。 

ウ バックガードを設けること。バックガード寸法は D60mm×H150mm程度であること。 
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５ 特記事項 

⑴ 本費用には、搬入・据付・設備接続（給水給湯排水、電気）・電気工事・撤去処分等

の食器洗浄機の使用に必要な諸経費を全て含むこと。 

⑵ 電気工事に際し、食器洗浄機の使用に必要な電気容量を確保すること。 

⑶ 電気容量確保に際し、片山保育園の引込幹線改修工事を行うこと。また改修工事後、

食器洗浄機の電気容量は厨房内分電盤から 30A 予備ブレーカーを使用すること。電気

工事に使用する材料は以下を参考とする。 

ア NSケーブル   25m 

イ 金配管工事   １式 

ウ 配管支持部材   １式 

エ 幹線工事用消耗資材  １式 

オ VVRケーブル   10m程度 

カ アース電線   10m程度 

キ 動力コンセント及びキャップ １組 

ク 塩ビ配管部材   １式 

ケ 現場消耗資材   １式 

※ 電気工事にかかる関電申請は受注者の負担とすること。 

⑷ 動力コンセントは天井付けとし、食器洗浄機用電源コードの長さを考慮した位置に

取付けること。※別途資料参照 

⑸ 食器洗浄機、ソイルドテーブル及び移動台の設置場所は、既存水切三槽シンクの位置

とし、既存水切三槽シンクは撤去すること。※別途資料参照 

⑹ 三槽シンクの設置場所は、既存水切二槽シンクの位置とし、既存水切二槽シンクは撤

去すること。※別途資料参照 

⑺ 本作業により発生する廃棄物については、受注者の責任において適正に処分するこ

と。 

⑻ 機器の設置日時については、保育幼稚園室及び保育園長と協議の上、決定すること。 

設置（作業）日時の目安として、土曜日は 13時から 19 時頃まで、日曜日・祝日は

9 時から 17 時頃までとする。なお、平日は給食室での作業は不可とし、給食室以外で

の作業は９時から 19 時頃までとする。 

⑼ 園庭までの車両進入は不可とする。 

⑽ 作業に伴い、やむを得ず既存設備を移動させる場合（例：給食室機器の移動、下膳カ

ウンターの棚を外しての搬入等）、作業後は現状復帰を行い日々の運営に支障をきたす

ことのないようにすること。 
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⑾ 機器において、同等品以上の製品は可能とする。ただし、同等品の場合は、仕様書や

カタログ等の規格が分かる書類を質疑受付期間中に保育幼稚園室へ提出し、承認を得

ること。資料の添付がない場合は「規格不明」として承認しない場合があるため注意す

ること。また、同等品を納入する場合は、可能な限り現地調査をした上で設置可能かど

うか判断すること。 

⑿ 作業中は事故及び保育に支障をきたすことのないよう十分に注意し作業にあたるこ

と。作業等において損害を与えた場合に要する費用はすべて請負者の負担とする。 

⒀ 作業完了後、設置前後の写真及び作業報告書を電子データまたは冊子にて速やかに

提出すること。 

⒁ その他本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、ただちに保育園及び保育

幼稚園室と協議し、決定すること。 

 

６ 保証期間 

納入する物品の保証期間は、納入後 1年間とし、設計・製作等の不備により生じた故障

については、無償にて迅速に修復すること。また、メーカーが独自に 1年を超える無償保

証サービスを設定している場合は、当然その条件を受けられるものとする。 

 

７ 問合せ先 

吹田市 児童部 保育幼稚園室 

総務グループ 施設管理・園務改善担当 

TEL：06-6384-1541 FAX：06-6384-2105 

Mail：hoiku_somu@city.suita.osaka.jp 


















